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１【提出理由】

　平成28年３月23日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年３月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　当社とＫＮＴＶ株式会社との合併の件

平成28年２月12日に当社とＫＮＴＶ株式会社（以下、「ＫＮＴＶ」という。）との吸収合併契約書を

締結しておりますが、その契約につき承認をお願いするものであります。

①　合併の方法　：　当社を吸収合併存続会社、ＫＮＴＶを吸収合併消滅会社とする吸収合併

②　合併に際して交付する金銭等

　　合併効力が生ずる時点の直前時のＫＮＴＶの株主（但し、当社及びＫＮＴＶを除く。）に対し

て、その所有するＫＮＴＶの株式１株につき、当社の株式1,375株を割り当てる。

③　合併により増加する資本金及び準備金の額

　資本金の額　　　：　　０円

　資本準備金の額　：　　会社計算規則第35条第１項に定める資本準備金変動額

　利益準備金の額　：　　０円

④　効力発生日：平成28年５月１日（予定）

 

第２号議案　定款一部変更の件

当社とＫＮＴＶ株式会社との合併に伴い、目的及び発行可能株式総数について変更を行うものであり

ます。なお、定款一部変更の効力は、上記合併の効力発生日に生ずることといたします。

 

第３号議案　取締役６名選任の件

李命学、申弼淳、裵聖雄、許星振、梁根煥、金紀彦の６名を取締役に選任するものであります。

 

第４号議案　合併に伴う取締役３名選任の件

金泰佑、崔宰榮、鄭海龍の３名を取締役に選任するものであります。なお、３名選任の効力は、上記

合併の効力発生日に生ずることといたします。

 

第５号議案　監査役１名選任の件

上田浩之を監査役に選任するものであります。

 

第６号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権をストックオプションとして発行することにあたり、募集事項の決定を当社取締役会に委

任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 24,469 301 － （注）１ 可決　98.78

第２号議案 24,506 264 － （注）１ 可決　98.93

第３号議案      

李　命学

申　弼淳

裵　聖雄

許　星振

梁　根煥

金　紀彦

24,445

24,445

24,445

24,445

24,445

24,445

325

325

325

325

325

325

－

－

－

－

－

－

（注）２

可決　98.69

可決　98.69

可決　98.69

可決　98.69

可決　98.69

可決　98.69

第４号議案      

金　泰佑

崔　宰榮

鄭　海龍
 

24,382

24,382

24,382
 

388

388

388
 

－ （注）２

可決　98.43

可決　98.43

可決　98.43
 

第５号議案 24,434 336 － （注）２ 可決　98.64

第６号議案 24,255 515 － （注）１ 可決　97.92

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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